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第 1 章 背景 

１  気候変動の影響と地球温暖化対策を巡る国内の動向  

地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に

関わる安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つとされています。既

に世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されています。  

令和３年８月には、 IPCC第６次評価報告書第１作業部会報告書が公表され、同報告書

では、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないこと、

大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化が現れていること、気候

システムの多くの変化（極端な高温や大雨の頻度と強度の増加、強い熱帯低気圧の割合の

増加等）は、地球温暖化の進行に直接関係して拡大することが示されました。  

個々の気象現象と地球温暖化との関係を明確にすることは容易ではありませんが、今後、

地球温暖化の進行に伴い、このような猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予測されて

います。  

国内では、令和２年10月に令和32年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロに

する、すなわち、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言

しました。翌年4月には、地球温暖化対策推進本部において、令和12年度の温室効果ガス

の削減目標を平成25年度比46％削減することとし、さらに、50％の高みに向けて、挑戦

を続けていくという新たな削減目標も示され、令和12年度目標の裏付けとなる対策・施

策を記載した目標実現への道筋を描いています。  

令和３年10月には、温室効果ガス排出削減目標を令和12年度までに50％削減（平成25

年度比）に見直し、その目標達成に向け、太陽光発電の導入、新築建築物のZEB化、電動

車の導入、LED照明の導入、再生可能エネルギー電力調達等について、政府自らが率先し

て実行する方針が示されました。  

なお、地球温暖化対策計画では、都道府県及び市町村が策定及び見直し等を行う地方公

共団体実行計画の策定率を令和７年度までに95％、令和12年度までに100％とすること

を目指すとしています。  

北海道においても、気候変動問題に長期的な視点で取り組むため、令和2年3月「令和

32年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロをめざす」ことを表明し、令和3年3月に「北

海道地球温暖化対策推進計画（第3次）」が策定され、「ゼロカーボン北海道」の実現に

向けた取組が開始されました。  

これらを受け、本町においても脱炭素社会の実現に向けて温室効果ガスの排出量削減を

推進し、本町の豊かな自然環境を守り将来に渡り安全で安心な暮らしを続けることができ

る町として未来へ引き継いでいくため、令和32年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロに

する「ゼロカーボンシティ」の実現を目指します。  
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第２章  基本的事項  

１  計画の目的  

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」という。）

第２１条第１項に基づき、地球温暖化対策計画に即して、本町の事務及び事業に関し、省

エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減

することを目的として策定するものです。  

 

２  計画の期間  

本計画は、国の温室効果ガスの排出削減の目標年度との整合性を図るものとし、令和５

年度から令和12年度の8年間とします。  

 

３  計画の範囲  

本計画の対象範囲は、本町の全ての事務及び事業とします。（ただし、町の職員が直接

実施するもので、指定管理者等で行う事務及び事業は除きます。）  

主な対象施設は、以下に示すとおりとします。  

 

対象施設一覧 

 2

主管課  対  象  施  設  

財政課  役場庁舎、健康福祉ｾﾝﾀｰ、群来る、達布活性化ｾﾝﾀｰ、本郷地区集落ｾﾝﾀｰ  

保健福祉課  やすらぎ荘、はまなす荘  

経済課  堆肥製造センター  

生活環境課  除雪ｾﾝﾀｰ、小平浄水場、達布浄水場、小平浄化ｾﾝﾀｰ、鬼鹿浄化ｾﾝﾀｰ  

教育委員会  
幼稚園（こども園含む）、小・中学校、共同調理場、文化交流センター、 

海洋センター、高砂遺跡焼失住居展示施設  

愛生園  愛生園  
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第３章  温室効果ガスの排出状況及び削減目標 

１  対象とする温室効果ガス  

本計画において、削減対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第２条第 3

項に掲げる 7 種類の物質のうち、二酸化炭素（CO2）のみとします。  

 

２  基準年度の二酸化炭素排出量  

基準年度である平成25年度の二酸化炭素排出量は、2,136,669㎏-CO2（下記参照）で

す。  

 

３  削減目標  

 政府は、目標年度（令和 12 年度）に基準年度（平成 25 年度）比で 50％削減するこ

とを目標としていますが、大幅な排出削減を見込むことは難しいことから、可能な限り

二酸化炭素排出量の削減に努め、本計画における削減目標は、17％とします。  

 

 

区分  
基準年度排出量  

平成 25 年度  
削減目標  

目標年度排出量  

令和 12 年度  

二酸化炭素

（CO2）  
2,136,669 ㎏-CO2 17％  1,773,435 ㎏-CO2 

 

 

【項目別の削減目標】  

区   分  

基準年度  

(平成 25 年度) 

目標年度  

(令和 12 年度) 
削減量  

使用量  
CO2 排出量  

（㎏-CO2）  

使用量  
CO2 排出量  

（㎏-CO2）  

使用量  
CO2 排出量  

（㎏-CO2） 

電気(kWh) 1,715,348 1,180,159 1,423,739 979,532 291,609 200,627 

灯油（L）  88,732 220,897 73,648 183,345 15,084 37,552 

A 重油（L）  217,550 589,480 180,567 489,268 36,984 100,212 

LPG（㎏）  2,381 7,139 1,976 5,925 405 1,214 

ガソリン(L) 21,344 49,554 17,716 41,130 3,628 8,424 

軽油(L) 34,600 89,440 28,718 74,235 5,882 15,205 

合   計   2,136,669  1,773,435  363,234 
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第 4 章 目標達成に向けた取り組み  

 本町の事務及び事業に関する二酸化炭素の環境負荷の削減に向けた取り組

みを、次のとおりとします。  

 １  取組内容  

（１） 施設設備等の改善  

 ①  施設の新築又は改修をする時は、温室効果ガスの排出抑制のため、随所に  

環境負荷低減や省エネに配慮した設計に努めます。  

②  新たに施設設備を導入する際や施設設備等を更新する際に、エネルギー効  

率の高い設備等を導入することで省エネルギー化を推進します。  

    ③  施設の新築又は改修にあたっては、LED 照明の導入を推進します。  

    ④  施設整備にあたっては、太陽光などの再生可能エネルギーの導入に努めま

す。  

 

（２）物品購入等  

 ①  物品等の新規、更新をする時は、省エネルギータイプで環境負荷の少ない

ものの購入に努めます。  

②  詰め替えやリサイクル可能な消耗品の購入に努めます。  

③  コピー用紙等についても古紙配合率のより高い再生紙を選択します。  

④  文房具の購入に当たっては、環境ラベリング（エコマーク、グリーンマー

ク等）対象製品を優先的に選択します。  

⑤  物品等の故障時には修理に努め、安易に廃棄せず長期使用に努めます。  

 

（３）その他の取り組み  

①  電気使用量の削減  

・ 効果的、計画的な事務処理に努め、夜間残業の削減を図り照明の点灯時

間の削減に努めます。  

・ 退庁時に身の回りの電気器具の電源が切られていることを確認します。  

・ ＯＡ機器等の電源をこまめに切るように努めます。  

・ 電気暖房器の効率的な使用および適正温度管理の徹底に努めます。  

・ 勤務終了後の早期退庁を奨励します。  

・ 電気機器を購入する際には、省エネタイプの購入に努めます。  

②  燃料使用量の削減  

 ○施設  

・ 冬季の間の事務室や各施設の暖房温度の、適正な温度管理の一層の徹底

に努めます。  

・ 施設の暖房は、利用状況に応じた管理を行います。  

・ クールビズとウォームビズの取組を統合し、ナチュラル・ビズ・スタイ

ルを導入。職員一人一人が判断して、省エネ・節電を強く意識した働き

やすい服装で執務を行うことを、年間を通した取組として実施します。  
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○公用車  

・ 急発進、急加速はしません。  

・ 車両を適正に整備・管理し、排気ガスの削減に努めます。  

・ 公用車から離れる時は、必ずエンジンを切り、必要以上のアイドリング

は控えます。  

・ 公用車の更新時には、低燃費車、ハイブリッドカーの導入や電気自動車

を含む次世代型自動車の導入を検討します。  

・ 外勤の相乗りを奨励します。  

・ 出張時には公共交通機関を効率的に利用します。  

・ 公用車の一元管理等により、使用用途に合わせた配車等効率的管理を検

討します。  

③  町有林の整備、保全と利用  

・ 豊かな森林資源を適切に管理し、継続的な森林吸収源の確保・拡大を図

ります。  

④  用紙類  

・ 会議資料は両面印刷を徹底し、使用量の削減に努めます。  

・ 両面コピーを徹底します。  

・ 庁内資料は、ミスコピーの裏面使用等で有効利用します。  

・ 会議資料を入れるための封筒や窓口用の封筒は、希望される場合だけの

配布に努めます。  

・ 使用済み封筒は、宛名の貼付等により、庁内連絡・理解を得られる相手

先への送付へ利用します。  

・ 電子メールの積極活用によりペーパーレス化を推進します。  

・ 冊子、ポスター等の印刷物は、古紙配合率がより高い再生紙を利用しま

す。  

⑤  事務用品  

・ 文書を廃棄する際は、ファイル等の再利用に努めます。  

・ 使用していない物品については安易に廃棄せず、他部署への転用等再利

用に努めます。  

・ 物品の購入時は、納入業者への簡易的包装と梱包品引取りを促します。  

  ⑥  水道  

・ 日常的に節水を心がけます。  

・ 節水型機器の導入について検討します。  

    ⑦  ゴミの減量  リサイクル  

・ 物品の再利用や修理による長期利用に努め、ゴミの減量化を図ります。  

・ 廃棄物の分別排出の徹底に努めます。  

・ 使い捨て容器の購入は極力控えます。  
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第 5 章 計画の推進管理 

１  推進体制  

  小平町地球温暖化対策推進本部を設置し、「推進担当者」「全職員」と協力

し、計画の着実な推進と進行管理を行います。  

 

（１） 推進本部  

町長を本部長、副町長・教育長を副本部長とし、構成員として各課長等を

もって組織し、計画の策定、見直し及び計画の推進点検を行います。  

 

（２） 推進担当者  

各課及び出先機関に１名以上の「推進担当者」を置き、所属内での計画の

推進及び進捗状況の把握を行い事務局と調整し、総合的な推進を図ります。 

 

（３）事務局（生活環境課）  

    事務局を生活環境課に置き、全体計画の進捗及び進捗状況を把握し、総

合的な進行管理を行います。  

 

 

 

（４）職員に対する啓発等  

   職員を対象に地球温暖化対策に関する啓発活動を計画的に実施すると共に、

環境負荷の削減に必要な情報を提供し、職員一人ひとりが地球温暖化対策に

積極的に取り組むために必要な支援を行います。  

 

２  点検・評価  

   事務局が各推進担当者をとおし、定期的に進捗状況を把握し、推進本部におい

て点検評価を行います。  

計画の策定  

計画の周知徹底  

相互の連絡調整  

計画の推進  

計画の見直し  

公表  

推進担当者  

各所属担当者  

全  職  員  

事務局長  生活環境課長  

事務局   環境衛生係  

小平町地球温暖化対策推進本部  

本 部 長：町長  

副本部長：副町長、教育長  

構 成 員：各課長・事務局長・園長  
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３  公表  

計画の進捗状況及び点検評価結果は、ホームページ等により公表します。  


